
医療従事者(医療技術者)の勤務状況（H30.4.1現在） 医療従事者(医療技術者)の負担軽減につながったかの評価体制

　○病院規模        　  稼働病床８６３床（一般６６５床、精神１９８床） 　○計画の進捗管理および評価については、役割分担推進のための委員会が所管
　○職員数および超過勤務時間(H29)

薬剤師　　 ３２人　　常勤　２９．２時間／月 　○責任者：院長、構成員：各部門責任者(看護部､薬剤部､検査室､放射線室､リハビリテーション室､
検査技師　 ３４人　　常勤　　３．２時間／月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　臨床工学技術室､栄養管理室、事務局）
放射線技師 ３２人　　常勤　　４．２時間／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 ４０人　　常勤　　３．７時間／月 　○上半期および年度末に負担軽減計画の達成状況の評価および計画の見直しを実施
臨床工学技士 １０人　　常勤　１０．５時間／月

栄養士　　 　８人　　常勤　２６．０時間／月
その他医療関連部門 　６人　　常勤　１１．６時間／月

事務局（保健師等含む） ４９人　　常勤　２６．０時間／月
　○週平均勤務時間　  　常勤 ３８.７５時間／週

医療従事者(医療技術者)負担軽減のための取り組み(特記事項)

　○産休・育休を取得する医療従事者(医療技術者)の代替職員の確保を図り、負担軽減を図る。
　○他職種との役割分担の適正化を通じ、医療従事者(医療技術者)の業務分担の適正化を図る。

医療従事者(医療技術者)負担軽減に係る目標および達成度の評価

No 現状 現状､取組可能な内容等 達成度項目 Ｈ２９ Ｈ３０上半期

医療従事者(医療技術者)と他職種の業務分担

　外部スタッフの活用
外部への委託や派遣職員の
活用が可能な分野がある

○デジタイズ業務（他院からの画像を取
り組む業務）の外部委託
○ＳＰＤの増員
○治験にかかる業務への派遣職員活用

外部への委託拡大
や派遣職員の増員

・ＳＰＤ増員（調
剤業務）

・デジタイズ業務
の委託化
・治験業務への派
遣職員導入

　リハビリ職種と
　　　　　　ボランティア

リハビリ等への患者移動に
係る負担が過重である

○病院ボランティアの活用
ボランティア活動
日数

２，６７２日 １，１８５日

福井県立病院 医療従事者(医療技術者)負担軽減計画（平成３０年度）

取組項目 必要な対処

1

○所要額の予算化および委託業務仕様書の
見直し

○ボランティアによる検査、リハビリ等
　への送迎の実施
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医療従事者(医療技術者)負担軽減に係る目標および達成度の評価

No 現状 現状､取組可能な内容等 達成度項目 Ｈ２９ Ｈ３０上半期

2 多様な勤務形態の導入
勤務時間が柔軟であれば勤
務可能な医療従事者(医療
技術者)がいる

○多様な勤務形態を導入し、医療従事
　者(医療技術者)がが勤務しやすい体
　制を整備

多様な勤務形態を
活用した職員の数

希望者なし 希望者なし

○院内保育所(夜間保育所)の設置 利用職員数 １４人 １５人

○妊娠中・子育て中の夜勤の減免 夜勤免除者数 ２人（薬剤部） １人（薬剤部）

○育児短時間勤務制度 利用者数 希望者なし 希望者なし

○残業が発生しないような業務量の調整

○夜勤回数の制限

5 超過勤務の縮小
○看護部目標に超過勤務の縮小を掲げ、
　部全体での取り組みを実施

6 機器導入による負担軽減
医療機器を導入することに
より、作業の自動化等を図
る余地がある

○機器の導入・更新による負担軽減 機器導入

・輸血検査・管理
システム
・調剤進捗管理シ
ステム

・ガス分析システ
ム（ER-ICU-検査室の
ネットワークへの接
続）

・セラバイタル
ティーゴ（車いすの
ままでも下肢の訓練が
可能）

医療従事者(医療技術者)負担軽減の評価尺度

Ｈ２９ Ｈ３０

1 医療従事者(医療技術者)１人当たり超過勤務時間の短縮 10.1 時間／月 9.9 時間／月

項　　　　　目

○可能な限り各人の要望に配慮

○希望する者があれば適用

○負担軽減につながる機器の導入・更新

取組項目

○短時間勤務制は希望者があれば適用

3
妊娠・子育て中の医療従事
者(医療技術者)に対する配
慮

院内保育環境が充分整備さ
れていない、妊娠中・子育
て中の医療従事者(医療技
術者)の勤務環境に改善の
余地がある

○職員が子育てしやすい環境を整える

必要な対処

10.1 時間／月 9.9 時間／月

○業務分担の適正化により残業が発生し
　ないよう調整

○「はよカエル！」運動の実施による
　超過勤務縮小の取り組み

4 夜勤に対する配慮

○月２回までになるよう勤務配慮（薬剤部）
休日が充分に消化できてい
ない、超過勤務が多い

超過勤務時間
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